
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

湯浅町総合センター改修事業に伴う基本設計等及びアドバイザリー業務委託に 

おける質問に対する回答 

 

No 資 料 頁 項 目 質 問 回 答 

 

 

1 

 

 

 

実施要領 

 

1 

2.業務委託の

概要 

（3）履行期間 

業務の履行期間につい

てご教示をお願いしま

す。 

3月議会で承認されれば、

令和 8年 3月下旬から令和

8年 9月末までを予定して

います。 

 

 

2 

 

 

実施要領 

 

1 

2.業務委託の

概要 

（3）履行期間 

当該アドバイザリー業

務の業務期間をお教え

ください。 

 

No.1の回答のとおり。 
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実施要領 

 

 

1 

2.業務委託の

概要 

（3）履行期間 

「履行期限について変

更を予定しています」

との記載がございます

が、履行期限は 180日

以上の期間を想定して

いると理解してよろし

いでしょうか。 

 

No.1の回答のとおり。 
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その他 

  本業務の受託者となっ

た場合、実施設計業務

に参加することは可能

でしょうか。 

 

実施設計業務の発注方式に

ついては未定ですが、参加

可能であると考えていま

す。 
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その他 

  本事業の予算は、補助

事業によるものでしょ

うか。 

補助事業である場合、

該当する補助事業名を

ご教示ください。 

 

また、本事業は官民連

携（PPP/PFI）事業に該

当するかについてもご

教示ください。 

 

地域未来交付金（第 2世代

交付金）等の活用を予定し

ています。 

 

 

 

 

現時点では、官民連携

（PPP/PFI）については考

えていません。 
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実施要領 

 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

3-5 

 既存改修（湯浅町総合

センター本体）部分と

増築（避難場所）棟部

分を分けて、企画提案

書作成（公募型プロポ

ーザル実施要領にて）

及び、基本計画書（業

務委託仕様書にて）の

作成を要求されていま

すが、両者は密接な関

係があり、単体では、

企画提案及び基本計画

書が、成立しえないと

考えられ、既存改修と

避難所棟増築を総合的

に捉えた提案を行なっ

てはいけないのでしょ

うか。 

 

お見込みのとおり、両者は

密接な関係にあり、総合的

に見据えた上で、基本設計

書の作成（湯浅町総合セン

ター本体）部分と全体整備

基本計画書の作成（文化ホ

ール、公衆浴場等を含む拠

点形成）部分を各々提案し

ていただく形となります。 

 


